
 

 

 

 

                                              

                                                 

  

 

 

 
 

12 月１日(火)開会です 

 

 

 

   

 

 

 

 

             

 

 

 

開催日(曜日) 本会議 時 間 摘        要 

12月 1日（火） 

開催 

午前９時 30分～ 

 

・開議の宣告 

・会議録署名議員の指名 

・会期の決定 

・諸報告 

・議案審議 

12月 2日（水） 休会  委員会等調査 

12月 3日（木） 委員会  
議会議員政治倫理特別委員会 

：午後 １時 30分～ 

12月 4日（金） 委員会 
 文教厚生常任委員会：午前 ９時 30分～ 

総務産業建設常任委員会：午後 １時 30分～ 

12月 5日（土） 休会 
  

12月 6日（日） 休会 
  

12月 7日（月） 休会  委員会等調査 

12月 8日（火） 

開催 

午前９時 30分～ ・閉会中の継続調査の申し出について 

・一般質問 

１岡野政彦、２田中紀吉、３野原和夫 

質問内容は裏面をご覧ください 

12月 9日（水） 

 

 

開催 

午前９時 30分～ ・一般質問 

４山中博子、５小島利枝、６神山 俊、 

７小宮 正 

質問内容は裏面をご覧ください 

12月 10日（木） 
 

 予備日 

日 程 
 

お 知 ら せ 版  
平成 27年 11月 27日発行 

12 月定例会が開催されます 

 

発行：ときがわ町議会   編集：ときがわ町議会議会報編集特別委員会   

〒355-0396 ときがわ町大字桃木３２番地 ☎０４９３(６５)１５２１（代） 

町政の方針や町議会の活動などを知ることができ、自分の選んだ議員の活動の状

況を身近に見ることもできます。 

傍聴希望の場合は、本会議の当日に町役場第二庁舎３階の議場入口の受付にて、

受付簿に必要事項を記入し、傍聴券の交付を受けてください。 

（傍聴席は 20席あり先着順です） 

詳しくは、議会事務局までお問い合わせください。 

 役場第二庁舎３階 議会事務局 ６５－１５２１（内線３５６１・３５６２） 
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日 順番 質問通告者 件  名 

 

12

月 

８ 

日 

 

１ 岡野 政彦 １. 空き家対策について 

２ 田中 紀吉 １. ときがわ町の少子化対策について 

３ 野原 和夫 

１. 介護の充実を 

２. 少子化に歯止めを 

３. ときがわ町で「乗り合いタクシー」を 

12

月 

９ 

日 
 

４ 山中 博子 

１. 国が支援する「地域公共交通網形成計画」へ転換を図る

考えは 

２. 地域支援事業充実の方向性は 

５ 小島 利枝 
１. ときがわ町の地域包括ケアシステムの構築について 

２. デイサービスセンター終了後の施設の利用について 

６ 神山  俊 
１. シビックプライドの醸成 

－地域ブランディングの取組みを－ 

７ 小宮  正 １. 企業誘致の促進について 

番 号 議   案   名 

議案第55号 ときがわ町自転車の安全な利用に関する条例の制定について 

議案第56号 

ときがわ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する

条例の制定について 

議案第57号 ときがわ町税条例等の一部改正について 

議案第58号 ときがわ町国民健康保険税条例の一部改正について 

議案第59号 ときがわ町事務手数料条例の一部改正について 

諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

議案第60号 ときがわ町くぬぎむら体験交流館の指定管理者の指定について 

議案第61号 ときがわ町大野特産物販売所の指定管理者の指定について 

議案第62号 町道路線の廃止について 

議案第63号 町道路線の認定について 

議案第64号 平成 27年度ときがわ町一般会計補正予算（第 4号） 

議案第65号 平成 27年度ときがわ町水道事業会計補正予算（第 2号） 

議 案 件 名 
 
 

一般質問の内容 

※議会は午前９時 30 分から開始され、おおむね正午から午後１時までが昼食休憩

となります。 

※議案審議状況により、日程が変更になる場合があります。 

※一般質問の持ち時間は１人 60 分ですが、質問内容により早く終わる場合があり

ますので、ご了承ください。 


